
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 

 

 

 

 

１ 趣旨 

有料老人ホーム事業者である株式会社里日和に対し、老人福祉法（昭和３８年法律１

３３号）第２９条第１５項の規定に基づく行政処分を令和７年１２月１８日に行いました。 

 

２ 対象事業者等 

⑴ 対象事業者 

   法 人 名： 株式会社里日和 

   代 表 者 名： 代表取締役 伊賀 明美 

   所 在 地： 旭川市東光４条８丁目５番１６号 

⑵ 対象施設 

   施 設 名： 住宅型有料老人ホーム里日和 

   所 在 地： 旭川市東旭川北１条５丁目９番１３号 

   類 型： 住宅型 

 

３ 処分の内容 

  老人福祉法第２９条第１５項に基づき、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 

 

４ 処分の理由となる事実 

住宅型有料老人ホーム里日和（以下「当該施設」という。）において、以下の旭川市有

料老人ホーム設置運営指導指針（以下「指針」という。）に違反する行為があり、当該

違反に対する市の指導に正当な理由なく従わなかった。 

このことについて、老人福祉法第２９条第１５項に定める「その他入居者の保護のた

め必要があると認めるとき」に該当する。 

⑴ 有料老人ホームにおいて作成し保存することとされている帳簿に記載すべき事項と

して、入居者に提供したサービスの内容が掲げられているが、当該施設においては少な

くとも令和７年４月１６日以降において、当該施設の介護職員の一人が提供したサービ

スの記録が作成されておらず、令和７年６月１０日に当該施設の入居者の一人（以下「当

該入居者」という。）が転倒し顔に怪我を負った事故が発生した際の状況についても確

認できなかった。 

なお、令和５年１２月２９日付けで実施した当該施設に対する特別立入検査の結果に

おいて、「夜間の時間帯について、しばしば提供記録が残されていなかったため、適切

に記録を残すこと。」と口頭指導を行っている。（指針８⑶ウ） 

⑵ 有料老人ホームにおいて事故が発生した場合に講じる措置として、速やかに旭川市、

入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとされているが、令和

７年６月１０日に当該入居者が転倒し顔に怪我を負った事故について、市への報告が行
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われていなかった。 

また、当該施設に対し、当該事故に係る事故等状況報告書を提出するよう複数回にわ

たり口頭指導を行っているが、処分日時点で提出されていない。（指針１２⑼ア） 

 

５ 改善命令の内容 

 ⑴ 当該施設において、入居者に対して提供したサービスの内容について、サービスの

提供後に確実に記録するための有効な措置を講じるとともに、当該措置について従業者

に対し周知徹底を図ること。 

 ⑵ 令和７年６月１０日に当該入居者が転倒し顔に怪我を負った事故について、速やか

に事故等発生状況報告書を提出すること。 

また、事故が発生した場合において、次の措置を講じるために必要な体制を整備する

とともに、当該体制について従業者に対し周知徹底を図ること。 

  ア 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに旭川市、

入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。 

  イ アの事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

  ウ 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、

入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。 


